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１ 開 会

２ あいさつ

○ この「国民保護協議会」は、国民保護法に基づき、都道府県や

市町村に設置されるもので、武力攻撃やテロ攻撃に備えた国民保

護措置に関する施策を総合的に推進するために、関係機関が連携

して対策を講じることを目的としている。

○ 行田市では、平成１９年度に行田市国民保護計画を策定された

が、国の「国民の保護に関する基本指針」及び埼玉県の「国民保

護に関する埼玉県計画」がそれぞれ改定されたことを受け、市町

村においての国民保護計画を改定することとなっており、本日、

お集まりいただいた皆様には、それぞれの立場から御意見を伺

い、本市の国民保護計画を改定したいと考えている。

○ 国が想定している武力攻撃やテロ攻撃は、大変大規模な非常事

態であり、一自治体としてできることは限られてしまうが、地域

住民の皆様の被害や犠牲を最小限に食い止めるため、この国民保

護計画を改定し、市として最善を尽くす所存である。

３ 議 事（議長：工藤会長）

⑴ 報告事項

ア 「国民保護に関する行田市計画の変更」の諮問について

○「国民保護に関する行田市計画の変更」の諮問について、事務

局が説明した。

国民保護に関する行田市計画の変更については、国民保護法第

３９条第３項の規定により、「市町村長は、国民の保護に関する

計画を作成又は変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問しな

ければならない」となっていることから、資料１のとおり諮問し

た所である。

（諮問書の朗読）

以上、「国民保護に関する行田市計画の変更」の諮問について

の説明である。

事務局の説明に対し意見や質問があればお願いしたい。

（委員からの意見や質問は無い）

この案件は報告事項であるため、特に意見がなければ、ご了承

いただきたい。

⑵ 協議事項



事務局

（１）国民保護に関する行田市計画の変更について

○国民保護に関する行田市計画の変更について、事務局が説明し

た。

【変更案作成の経過説明】

この変更案を作成した経過であるが、行田市では、大規模テロ等に

対する避難・救援等国民に関する措置を迅速かつ的確に実施するため

「国民保護法」及び「国民の保護に関する基本方針」を基づき平成１

９年２月に策定したが、平成２０年１０月の「国民の保護に関する基

本方針」の改定及び平成２２年３月の「国民保護に関する埼玉県計

画」の改定に併せ全般的な見直しを行った。

主な改定事項は、資料２の太枠の通りとなっている。

１点目に「国の基本方針改訂に伴う変更」では、武力攻撃事態等合

同対策協議会や現地調整所を新たに明記した。

「武力攻撃事態等合同対策協議会」は、国の現地対策本部長が関係

地方公共団体の国民保護対策本部等と情報交換や相互協力を行うため

に必要に応じて開催するものであり、開催された場合、市が参加する

ものと明記した。

また、「現地調整所」では、国民保護措置が実施される現場におい

て、消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、医療機関といった現

地で活動する期間の活動を円滑に調整する事が必要であると認めた場

合に市町村又は県が設置するものである。

この「現地調整所」は、原則として市が設置することとなっている

が、市が対応する事が困難な場合や災害の状況が重大な場合等、県が

関係機関に最も適切に対処しうると判断された時、県と調整の上設置

するものと明記した。

２点目の「その他」では、計画策定より３年以上経過したことに伴

う時点修正や国、県の基本方針や計画などを参考に見直しを行った。

【国民保護に関する行田市計画の変更内容説明】

変更案の内容を新旧対照表及び計画変更案を基に説明した。

第１編第３章「計画策定に当たっての基本的な考え方」では、各項

目を国の基本方針及び埼玉県計画の記述順序と整合させるため変更し

た。特に、本計画の根幹的な事項である「基本的人権の尊重」を第１

番目に記述した。

第１編第４章第２節「社会的特性」では、本市の人口動向について

平成２２年１月１日現在のデータに変更した。

第１編第５章の「国民保護の実施体制」の記述の理解を容易にする



ため、消防庁作成の「武力攻撃事態等における国民保護に関する措置

の仕組み」図を新たに添付した。

第２編第１章「情報収集、伝達体制の構築」、第１節「通信の確

保」では、住民の避難や救援を円滑に実施するため関係機関との情報

の迅速かつ的確に共有化しながら、連携を図ることを明記しており、

万が一通信手段が途絶した場合の通信確保に努める旨を記述した。

第２節では被災情報の収集や整理及び知事への報告を適切に実施す

るため、担当者を定めると伴に、体制の整備につとめる旨を記述し

た。

第３節では安否情報の収集、整理、報告及び提供が円滑に行えるた

めの体制の整備を記述した。

第２編第２章第２節から第４節では、「市国民保護対策本部及び緊

急対処事態対策本部」の略称を「市国民保護対策本部等」から「市対

策本部」に簡略化した。

第２編第４章第１編２「武力攻撃事態の類型に応じたモデル避難実

施要領の作成」では、旧計画で弾道ミサイル、ゲリラや特殊部隊の攻

撃、航空攻撃に対する避難方法を一括して記述していたが、変更案で

は事前と事後に分け、避難の指示内容を具体的に記述した。

なお、旧計画で乗り物の中にいた場合の避難方法として「地下鉄で

攻撃があった場合」の記述があったが、行田市では地下鉄がないた

め削除した。

２編第４章第４節から１１節では、各項目を埼玉県計画の記述順序

と整合させるために変更した。

第３編第１章第１節「全庁的な体制の整備」及び第２節「市対策本

部の組織等」では、市の組織改変に伴い変更した。

第３編第１章第３節２「国・県の現地対策本部との連携」及び５

「現地調整所の設置」では、資料２にて主な変更点として話しをした

「武力攻撃等合同協議会」への参加及び「現地調整所」の設置を新た

に明記した。

第３編第３章第１節では、市の組織改変に伴い変更した。

第３編第４章３「傷病者搬送の要請」では、救急医療用ヘリコプタ

ー（ドクターヘリ）を追加した。

第３編第６章第２節「安否情報の収集・提供」では、安否情報報告

書の様式の項目に合わせ、項目を追加した。

第６編第１章「埼玉県及び行田市が想定する事態」では、サリン以

外の放射性物質、生物剤、化学剤についてもマニュアルの策定を検討



工藤会長

事務局

する必要があるため変更した。

以上、「国民保護に関する行田市計画の変更」についての説明

である。

事務局の説明に対し意見や質問があればお願いしたい。

（委員からの意見や質問は無い）

国民保護に関する行田市計画の変更について了承いただいただける

方は、拍手願いたい。

（拍手全員）

拍手全員と認めたため、この議案を承認させていただく。

本日の議事はすべて終了したので、議長の職を解かせていただく。

４ その他

○今後の国民保護に関する行田市計画の取扱いについて、事務局

が説明した。

承認いただいた国民保護に関する行田市計画の変更案は、ただ今、

事務局から配布した文書を添付して答申とし、その後、埼玉県知事と

計画（案）について協議を行う。この協議が整った後、法律では「速

やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない」

と規定されているため、平成２３年３月行田市議会定例会において議

会に報告し、その後、市民の皆様へ公表するというスケジュールで作

業を進めたい。

なお、今回の行田市国民保護協議会は、行田市国民保護計画の変更

の諮問について答申したことで終了となりますが、今後、この計画を

変更するような場合が生じた際は、皆様方にご審議をいただくことに

なるので、よろしくお願いしたい。

以上で行田市国民保護協議会を終了する。


